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事 後 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 交通安全施設等整備事業（歩道設置） 

地 区 名 一般県道 岩作諸輪線 

事業箇所 日進市北新町 

事業のあ

らまし 

当該道路は、長久手市を起点に日進市を経由し東郷町へ至る南北方向の幹線道路であり、近隣

に東名高速へのアクセス道路である名古屋瀬戸道路の長久手ＩＣがあることから交通量が多い。

しかしながら当該区間は歩道の中抜け箇所となっており、歩行者等の通行が危険な状態であるた

め、中抜けを解消し、交通の円滑化及び歩行者の安全を図るため歩道の設置を行うものである。

事業目標 

【達成（主要）目標】 

交通量の多い道路に歩行空間を整備し、歩行者の安全性と快適性の向上を図る 

（交通死傷事故の削減） 

【副次目標】 

― 

事 業 費 
事業費 内訳 

0.92億円 ■工事費 0.05億円 ■用補費 0.82億円、■その他 0.05億円 

事業期間 採択年度 平成２１年度 着工年度 平成２１年度 完成年度 平成２２年度

事業内容 
歩道設置工事 延長 Ｌ＝７０ｍ Ｗ＝２．３（歩道部） 

 

Ⅱ 評価 

①
事
業
目
標
の
達
成
状
況 

1) 主要目

標の達

成状況 

【達成状況】 

歩道を整備したことにより、歩行空間が整備され、歩行者の安全性と快適性が向上した。

【達成状況に対する評価】 

①工事実施前（Ｈ１５～Ｈ１９）と事業実施後（Ｈ２３～Ｈ２５）の交通事故の発生状況を

比較すると、「年平均死傷事故件数」は、１．０件から０．６件へと減少した。このこと

から、交通死傷事故の削減について当初の目的を達成していると考える。 

②歩道が整備され、物理的に歩車分離が図られており、歩行者の通行の安全性・快適性が向

上している。 

2) 副次目

標の達

成状況 

【達成状況】 

 － 

【達成状況に対する評価】 

 － 

Ⅲ 対応方針 

今後の事後評

価の必要性 

初期の事業目標を達成し、事故件数が削減しており、安心・安全な歩道が整備されている。

このことから今後の事後評価の必要性はない。 

改善措置の必

要性 

上記のとおり、初期の事業目標を達成しているため、改善措置の必要はない。 

 

同種事業に反

映すべき事項 

 

標準的な事業計画、工法で施工されているため、同種事業に反映すべき事項は特にない。 

 

（別紙６）


